
公立大学法人大分県立看護科学大学学生表彰規程 

平成３０年３月２２日 

規程第 １１４  号 

（趣旨）  

第１条 この規程は、大分県立看護科学大学学則（平成１８年４月１日規程第１

号）第４３条及び大分県立看護科学大学大学院学則（平成１８年４月１日規程

第２号）第４１条の規定に基づき、大分県立看護科学大学（以下「本学」とい

う。）の学生の表彰に関し必要な事項を定める。  

（表彰の対象）  

第２条 表彰は、本学に在学する者、又は本学の学生を構成員とする団体（以下

「学生等」という。）に対して行うものとする。 

２ 表彰は、在学中の行為等とする。  

（表彰の基準）  

第３条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。 

（１）優秀な学業成績を挙げ、高い評価を受けたもの

（２）学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められるもの

（３）課外活動において、特に優秀な成績を修め、課外活動に功績があったと認

められるもの 

（４）社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと

認められるもの

（５）その他前四号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められるもの

２ 前項の基準は、別表のとおりとする。 

（表彰候補者の推薦）  

第４条 本学の常勤の教育職員及び事務職員（公立大学法人大分県立看護科学大

学職員就業規則（平成１８年４月１日規程第２３号）第２条第１項（同条第２

項第３号及び第四号の者を含む。）に定める者をいう。）は、前条各号のいず

れかに該当すると認められるものがあったときには、学長に推薦することがで

きる。  

（表彰者の決定）  

第５条 学長は、前条の推薦があったときには、教授会又は研究科委員会の議を

経て、表彰する学生等を決定する。 



 

（表彰の方法）  

第６条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。 

２ 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。  

 

（表彰の時期）  

第７条 表彰は、第３条第１号に該当する者については卒業式又は学位記授与式

若しくは全学オリエンテーションの日に、同条第２号から第５号までに該当す

る者については表彰が決定された後速やかに行うものとする。  

 

（記録） 

第８条 被表彰者は、学籍簿に記録する。 

 

（公表）  

第９条 学長は、個人情報の保護に配慮して表彰を受けた学生等を公表する。 

 

（庶務）  

第１０条 学生等の表彰に関する事務は、事務局教務学生グループにおいて、処

理する。 

 

（雑則）  

第１１条 この規程に定めるもののほか、学生等の表彰に関し必要な事項は、別

に定める。  

 

 

附 則  

１ この規程は、平成３０年３月２２日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

学部 

 表彰名 表彰年次/人数 選定方法 表彰時期 

第３条１ 学長賞 ４年次生 

１名 

在学期間中のＧＰＡが最も

高いと教育研究委員会で選

定されたもの 

卒業式 

 奨励賞 ３年次生 

３名 

２年次に行った進級試験の

成績の上位 3名 

全学オリエン

テーション時 

第３条２ 優秀賞 ４年次生 

２名 

審議会で承認された選考手

続きに基づき選考されたも

の 

卒業式 

第３条３ 学生賞 ４年次生 

１名 

審議会で承認された選考手

続きに基づき、教職員、学生

の高い評価をうけたもの 

卒業式 

 努力賞 

 

 適宜 競技会やコンクール等で高

い評価をうけたもの 

速やかに 

第３条４ 感謝状/

功労賞 

適宜 人命救助、犯罪防止、災害防

止等に貢献したもの 

速やかに 

第３条５ 若葉賞 適宜 その行為が高く評価され、本

学学生の規範となるもの 

受傷など重度な逆境に立ち

向かい、周囲に多大な影響を

与えたもの 

速やかに 

 



 


